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ら
国
領
駅
手
前
ま
で
の
区
間
は
、
い

ま
だ
事
業
化
に
至
っ
て
い
な
い
。
市

の
基
本
計
画
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
る

重
要
な
事
業
だ
が
、
市
は
今
後
ど
の

よ
う
に
推
進
を
図
る
考
え
な
の
か
。

市
長　
協
議
・
調
整
状
況
を
踏
ま
え

る
と
、
市
が
更
に
具
体
的
な
検
討
を

進
め
て
い
く
こ
と
で
、
早
期
の
事
業

化
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

と
見
込
ん
で
い
る
。
課
題
へ
の
対
応

を
図
る
た
め
に
は
、
市
が
主
体
的
に

実
施
す
る
連
続
立
体
交
差
事
業
の
展

開
も
見
据
え
る
必
要
が
あ
る
と
認
識
。

問　
認
知
症
の
方
や
そ
の
家
族
が
地

域
で
孤
立
せ
ず
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

支
援
体
制
の
一
つ
と
し
て
「
認※

知
症

カ
フ
ェ
」
の
役
割
は
重
要
。
市
民
が

確
保
、
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
取
組
の
一
つ
と
し
て
、
シ
ル
バ

ー
人
材
セ
ン
タ
ー
へ
の
支
援
を
実
施
。

問　
シ
ニ
ア
の
社
会
参
加
や
自
分
ら

し
く
活
躍
で
き
る
場
の
更
な
る
創
出

が
必
要
。
後
期
基
本
計
画
の
策
定
に

当
た
っ
て
は
、
優
先
順
位
を
上
げ
て

取
り
組
む
べ
き
と
考
え
る
。
認
識
は
。

副
市
長　
後
期
基
本
計
画
策
定
で
は
、

市
政
を
取
り
巻
く
諸
課
題
に
対
し
て

分
野
横
断
的
な
取
組
を
推
進
。

問　
在
留
外
国
人
数
が
国
の
予
想
を

大
き
く
上
回
る
ス
ピ
ー
ド
で
増
加
し

て
い
る
。
日
本
語
が
で
き
な
い
こ
と

か
ら
、
ひ
き
こ
も
り
や
不
登
校
に
つ

な
が
り
、
必
要
な
支
援
か
ら
漏
れ
て

し
ま
う
児
童
・
生
徒
が
増
え
る
こ
と

東
京
か
ら
の
提
案
は
利
用
計
画
実
現

に
つ
な
が
る
と
認
識
③
市
民
の
利
用

機
会
確
保
に
留
意
す
る
こ
と
は
当
然

に
認
識
④
今
後
協
議
、
検
討
⑤
適
宜
、

情
報
提
供
等
の
機
会
を
設
け
る
。

問　
市
職
員
採
用
は
、
ど
の
よ
う
な

大
き
な
方
針
で
行
っ
て
い
る
の
か
。

ま
た
、
技
術
系
職
員
の
採
用
が
十
分

足
り
て
い
る
か
、
市
の
認
識
を
伺
う
。

総
務
部
長　
調
布
市
人
材
育
成
総
合

プ
ラ
ン
で
多
様
な
人
材
確
保
を
位
置

づ
け
、
職
員
採
用
の
取
組
実
施
。
技

術
職
の
採
用
は
必
要
数
確
保
。
一
方
、

内
定
者
辞
退
等
を
課
題
と
し
て
認
識
。

問　
技
術
職
の
安
定
採
用
の
た
め
、

①
退
職
者
活
用
を
含
む
広
域
採
用
や

広
域
活
用
は
②
入
庁
す
る
技
術
職
へ

他
自
治
体
の
状
況
を
注
視
し
、
修
学

旅
行
費
の
補
助
に
つ
い
て
調
査
研
究
。

問

調※

布
基
地
跡
地
留
保
地
の
活
用

に
つ
い
て
、
Ｆ
Ｃ
東
京
の
練
習
場
を

含
め
た
留
保
地
活
用
に
一
歩
を
踏
み

出
し
た
こ
と
は
高
く
評
価
。
①
計
画

策
定
後
10
年
以
上
事
業
が
停
滞
し
た

経
緯
と
今
回
の
決
断
の
背
景
を
問
う

②
本
事
業
は
市
の
財
政
負
担
と
公
共

性
の
確
保
の
２
点
に
つ
い
て
懸
念
が

あ
る
。
市
の
財
政
負
担
の
軽
減
と
市

民
の
利
便
性
を
高
め
る
こ
と
を
求
め

る
が
、
市
の
考
え
は
。

市
長　
①
平
成
20
年
に
調
布
基
地
跡

地
留
保
地
利
用
計
画
策
定
後
、
優
先

す
べ
き
様
々
な
財
政
需
要
に
対
応
す

る
必
要
が
あ
り
、
計
画
の
実
現
に
は

問　
埼
玉
県
八
潮
市
で
発
生
し
た
道

路
陥
没
事
故
は
、
下
水
道
管
の
老
朽

化
が
原
因
と
さ
れ
て
い
る
。
本
市
の

下
水
道
施
設
の
老
朽
化
が
今
後
10
年

で
急
速
に
進
む
中
、
新
た
に
調
布
市

下
水
道
事
業
経
営
戦
略
2025
が
策
定
さ

れ
た
。
そ
の
要
点
を
問
う
。

環
境
部
長　
経
営
戦
略
で
は
、
下
水

道
事
業
継
続
に
は
経
費
縮
減
と
と
も

に
下
水
道
使
用
料
水
準
の
引
上
げ
必

要
と
し
て
い
る
。
今
後
、
６
年
度
決

算
及
び
財
政
需
要
を
精
査
し
、
下
水

道
使
用
料
水
準
と
使
用
料
体
系
の
改

定
案
を
取
り
ま
と
め
て
い
く
。

問　
東
部
地
区
に
お
け
る
鉄
道
の
連

続
立
体
交
差
事
業
は
重
要
な
取
組
。

都
の
都
市
計
画
決
定
後
、
仙
川
駅
か

問　
高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
し
、

地
域
で
活
躍
で
き
る
環
境
整
備
が
重

要
。
高
齢
者
の
雇
用
・
就
労
は
、
単

な
る
人
手
不
足
の
補
充
に
と
ど
ま
ら

ず
、
経
済
の
持
続
可
能
性
、
社
会
と

の
つ
な
が
り
、
生
き
が
い
づ
く
り
と

い
う
重
要
な
側
面
を
持
つ
。
就
労
支

援
を
含
め
た
市
の
基
本
計
画
に
お
け

る
位
置
づ
け
・
現
状
認
識
を
問
う
。

副
市
長　
基
本
計
画
で
は
、
高
齢
に

な
っ
て
も
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心

し
て
生
き
が
い
を
持
っ
て
暮
ら
し
続

け
ら
れ
る
よ
う
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
の
深
化
、
推
進
と
と
も
に
、

介
護
保
険
制
度
の
持
続
可
能
性
確
保

を
目
指
す
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

就
労
や
社
会
活
動
へ
の
参
加
機
会
の

問　
Ｆ
Ｃ
東
京
と
の
包
括
連
携
及
び

当
該
連
携
に
基
づ
い
た
調
布
基
地
跡

地
留
保
地
の
活
用
に
関
し
て
①
意
義

決
定
事
項
・
達
成
目
標
・
効
果
は
②

留
保
地
利
用
計
画
が
動
い
て
い
な
か

っ
た
理
由
と
当
該
連
携
と
の
関
連
は

③
市
民
の
利
益
・
利
用
機
会
は
④
市

の
費
用
負
担
割
合
や
、
撤
退
・
変
更

中
止
の
リ
ス
ク
分
担
は
⑤
途
中
経
過

の
市
民
及
び
議
会
へ
の
共
有
に
つ
い

て
、
市
の
見
解
を
伺
う
。

市
長　
①
ま
ち
の
活
性
化
に
も
つ
な

が
る
貴
重
な
機
会
と
認
識
②
様
々
な

財
政
需
要
に
対
応
す
る
必
要
あ
っ
た
。

行
経
部
長　
①
連
携
・
協
力
す
る
内

容
を
掲
げ
た
協
定
。
公
園
整
備
実
現

に
よ
り
、
様
々
な
効
果
期
待
②
Ｆ
Ｃ

問　
調
布
市
立
中
学
校
に
通
う
３
年

生
の
修
学
旅
行
に
つ
い
て
、
昨
今
の

全
国
的
な
旅
行
費
用
の
高
騰
を
踏
ま

え
、
家
庭
が
負
担
す
る
費
用
へ
の
補

助
の
可
能
性
を
問
う
。
調
布
市
立
中

学
校
の
修
学
旅
行
の
平
均
費
用
は
６

万
３
千
円
。
多
摩
26
市
中
20
市
で
補

助
が
あ
り
、
例
え
ば
狛
江
市
で
は
生

徒
１
人
当
た
り
８
千
円
だ
が
、
調
布

市
で
補
助
は
な
い
。
教
育
委
員
会
で

議
論
し
、
適
切
な
家
庭
の
費
用
負
担

額
を
定
め
、
補
助
す
べ
き
。
考
え
は
。

教
育
部
長　
保
護
者
の
私
費
負
担
を

基
本
と
し
、
経
済
的
な
支
援
が
必
要

な
世
帯
に
は
、
就
学
援
助
制
度
に
よ

り
、
必
要
な
費
用
を
支
援
。
引
き
続

き
、
保
護
者
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
受

講
す
る
中
、
実
践
の
機
会
と
し
て
受

託
者
と
カ
フ
ェ
が
連
携
し
地
域
全
体

で
支
え
合
う
仕
組
み
が
で
き
な
い
か
。

福
祉
参
事　
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
に

対
し
、
学
び
を
深
め
る
機
会
を
提
供

し
、
そ
の
経
験
を
生
か
せ
る
よ
う
、

様
々
な
活
動
へ
の
参
加
を
促
す
と
と

も
に
、
他
団
体
の
先
進
的
な
取
組
事

例
を
参
考
に
し
、
当
事
者
や
家
族
の

声
を
踏
ま
え
た
支
え
合
い
の
取
組
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

を
危
惧
し
て
い
る
。
外
国
籍
児
童
・

生
徒
へ
の
支
援
に
つ
い
て
、
現
状
と

課
題
認
識
を
問
う
。

教
育
部
長　
日
本
語
指
導
が
必
要
な

児
童
・
生
徒
の
実
態
に
応
じ
た
支
援

が
大
切
と
認
識
。
日
本
語
指
導
講
師

の
派
遣
や
、
日
本
語
指
導
教
室
で
の

個
別
指
導
を
実
施
。
更
に
、
教
科
書

へ
の
ル
ビ
振
り
や
、
音
声
で
読
み
上

げ
る
機
能
が
あ
る
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア

デ
イ
ジ
ー
教
科
書
を
、
外
国
籍
児
童

生
徒
の
学
習
に
役
立
て
て
い
る
。

の
修
学
資
金
貸
与
は
③
大
学
生
・
高

校
生
の
推
薦
制
度
の
活
用
は
④
技
術

職
派
遣
・
業
務
委
託
活
用
は
⑤
イ
ン

タ
ー
ン
の
実
施
は
⑥
積
極
的
な
営
業

を
行
う
等
、
広
報
の
拡
大
は
。

総
務
部
長　
①
引
き
続
き
取
組
検
討

②
都
の
奨
学
金
の
返
還
支
援
事
業
に

参
画
。
今
後
受
験
者
に
周
知
③
他
自

治
体
の
事
例
踏
ま
え
調
査
研
究
④
人

員
体
制
と
採
用
状
況
精
査
す
る
中
で

検
討
⑤
引
き
続
き
検
討
⑥
民
間
転
職

サ
イ
ト
へ
の
通
年
掲
載
等
広
報
強
化
。

至
っ
て
い
な
い
。
７
年
６
月
に
Ｆ
Ｃ

東
京
か
ら
、
留
保
地
の
活
用
に
よ
る

施
設
整
備
に
関
す
る
提
案
が
あ
っ
た
。

双
方
で
連
携
し
た
取
組
を
進
め
る
こ

と
は
、
ま
ち
の
更
な
る
活
性
化
に
も

つ
な
が
る
機
会
と
認
識
。

行
経
部
長　
②
様
々
な
方
策
を
活
用

し
た
財
源
確
保
に
取
り
組
む
こ
と
を

通
じ
、
健
全
な
財
政
運
営
に
資
す
る

視
点
踏
ま
え
総
合
的
な
調
整
図
る
。

地
域
に
開
か
れ
多
様
な
機
能
を
兼
ね

備
え
た
空
間
を
目
指
し
協
議
、
調
整
。
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凡
例

山
根　

洋
平
（
チ
ャ
レ
ン
ジ
調
布
）

都
市
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
現
状
と
課
題
・

認
知
症
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て

佐
藤　

尭
彦
（
自
民
党
新
政
会
）

中
学
生
の
修
学
旅
行
・

調
布
基
地
跡
地
留
保
地
の
活
用
に
つ
い
て

田
中　

謙
二
（
日
本
維
新
の
会
）

超
高
齢
社
会
で
の
施
策
展
開
と

外
国
籍
児
童
・
生
徒
支
援
に
つ
い
て

青
山　
　

誠
（
チ
ャ
レ
ン
ジ
調
布
）

Ｆ
Ｃ
東
京
と
の
包
括
連
携
及
び

技
術
系
職
員
の
確
保
に
つ
い
て
問
う

　第３回定例会では、22人の議員が一般質問を行いました。スマートフォンなどの端末で、タイトル内の二次元
コードを読み取ると、それぞれの録画映像がご覧いただけます。
　なお、※印の用語は３～５面に解説を掲載しています。

一般質問とは、議員が市長などに対し、
行政全般にわたる事務の執行状況や将来
の方針等をただすものです。
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